
　１月２９日から、一時立入りの３巡目が始まりました。	
３巡目からは、引っ越し業者の帯同が可能になるなど、よ
り柔軟な対応を行っています。
２巡目からの主な変更のポイントは以下のとおりです。
1	一時立入りの南側の中継基地が「広野町中央体育
館」から「道の駅ならは」に変更になりました（北側の
中継基地はこれまでどおり「馬事公苑」です）。

2「道の駅ならは」では、 スペースの問題などから、	
受付を「ドライブスルー方式」で行うこととし、原則、
車から降りることなく「本人確認」、「必要機材の手
渡し」を行うことで、スムーズに立入りを行えるよう工
夫しています。

3�事前に登録していただければ、引っ越し業者等の同
行が可能となりました（同行可能な車両は２トントラッ
ク１台となっています）。

4�墓参り等自宅以外への立ち寄りも事前登録していた
だければ可能となっています。

　なお、冬期の実施となるため、降雪や路面凍結等天
候に不安がある場合には無理せずに立入りをキャンセ
ルし、後日の立入り日を調整してください。中継基地ご
とに一日に最大で３５０台程度の実施を予定しておりま
すので、キャンセルの場合でも次回の立入りが大きく遅
れるようなことはありません。

　政府は、東日本大震災の復旧・復興に向けた国や自
治体の各種支援制度を簡単に検索できるサービスを開
始しました。このサイトでは、「個人向け」、「事業者向
け」別に、地域や条件にあった制度の検索が可能となっ
ており、１月２０日現在、３６６件の支援策が掲載されてい
ます。
　例えば、「個人向け支援制度」では、「給付・還付」、
「貸付（融資）」といった具体的な支援策の種類や、

「住宅のこと」、「仕事のこと」、「医療・福祉のこと」、「子
育て・教育のこと」といった分野から支援策を検索し、制
度内容、対象者、お問い合わせ窓口などを調べることが
できるようになっていますので、ぜひご活用ください。

ほっと・ニュース今週の
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【政府原子力被災者生活支援チームからのお知らせ】

一時立入りの３巡目が始まります！！
（１月２９日から）

復旧・復興支援制度データベースの
検索サイトを開設しました（１月１７日）

「事故との戦いが終わったわけではない。	
これから本格的に力こぶを入れていかなければならない。	
特に「除染」「賠償」「住民の健康」の３本柱を中心に、	

国として徹底的に取組を強化したい。」
野田内閣総理大臣（１月８日��総理就任以来３度目の福島訪問での佐藤知事との会談にて）

詳しくは各市町村のホームページ、お問い合わせ窓口まで。

詳しくは、「復旧・復興支援制度情報」の 
ホームページをご覧ください。

http://www.r-assistance.go.jp/



県民健康管理（全県民対象 ）

相談・支援 治　療フォロー

県民健康管理
ファイル(仮称)

☆健康調査や検査の結果を個々人が記録・保管
☆放射線に関する知識の普及

データベース
構築

◆県民の長期にわたる健康管理と治療に活用
◆健康管理をとおして得られた知見を次世代に活用

●ホールボディカウンター  ●個人線量計

対象者：避難区域等以外の住民
内　容：一般健診項目

妊産婦に関する調査(22年8月1日～23年7月31日の母子健康手帳申請者へ質問紙調査)
こころの健康度・生活習慣に関する調査（避難区域等の住民へ質問紙調査）

甲状腺検査
(18歳以下の全県民(県外避難者含む)に順次実施）

内容：甲状腺超音波検査
※3年程度で対象者全員の現状を把握し、
　その後は定期的に検査

健康状態を把握

既存健診の対象外の県民への健診実施

職場での健診や市町村が行う住民健診、がん検診等を定期的に
受診することが、疾病の早期発見・早期治療につながる。

継続して管理
対象者：避難区域等の住民及び基本調査の結果必要と認められた方
内　容：一般健診項目＋白血球分画等健

康
診
査

（
既
存
の
健
診
を
活
用
）

2
詳細調査対象者：平成23年3月11日時点での県内居住者

方　法：自記式質問票
内　容：３月11日以降の行動記録（被ばく線量の推計評価）

線量を把握（基礎データ）1
基本調査

先日実施したふれあいニュースレター「読者アンケート」には、�
「健康」に関するご意見が多数寄せられました。�
そこで今回は、皆さまの「健康」に焦点をあてて、現在の取組状況をお知らせします。

1 県民健康管理調査（基本調査）
県民の皆さま一人一人の３月１１日以降の行動記録を基

に、外部被ばく線量を推計し、将来にわたる県民の健康の維
持、増進につなげていくことを目的に実施しています。
対象者  平成２３年３月１１日時点での県内居住者
方　法  問診票により実施
内　容   ３月１１日以降、「いつ」「どこに」「どのくらい居たか」

「どのように移動したか」など、皆さまの行動記録
に基づいて推計します。

回答いただいた方には、外部被ばく線量推計結果を順次
送付してまいります。まだ、ご提出がお済みでない方がいらっ
しゃいましたら、行動記録をご記入いただき、問診票の提出
にご協力ください。今後の長期にわたる各種検査の「お知ら
せ」を確実にお届けするためには、住所（居所）の確認が必要
になりますが、基本調査はそのためにも重要となります。

2 県民健康管理調査（詳細調査）
1.甲状腺検査

子どもたちの健康を長期的に見守ることを目的に実施しています。
■「先行調査」
対象者  平成２３年３月１１日時点で概ね１８歳以下の全県民 約３６万人
内　容  甲状腺超音波検査
実施時期  平成２３年１０月から平成２６年３月までを目途に実施

■「本格調査」
対象者   ｢先行調査」の対象者に加え、 

平成２４年４月１日までに生まれた方を追加
内　容  甲状腺超音波検査
実施時期  平成２６年度以降の予定。対象者が２０歳になるまでは

２年ごと、それ以降は５年ごとに継続して実施します。
■県外での検査実施について
　現在、平成２４年度の早い段階で全都道府県に１か所以上
の医療機関を指定することを予定しています。詳細が決まり
次第、お知らせいたします。
■検査結果
　後日、本人（保護者）あてに検査結果を通知します。

2.健康診査
県民の健康状態を把握して長期的に見守っていくととも

に、生活習慣病の予防や早期発見、早期治療につなげること
を目的に実施しています。
対象者  ｢避難区域等の住民」及び「基本調査」の結果必要

と認められた方
 ＜避難区域等＞田村市、南相馬市、川俣町、広野

町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪
江町、葛尾村、飯舘村及び伊達市の一部（特定避
難勧奨地点関係地区）

内　容  既存の特定健診を活用して実施 
（白血球分画などの検査項目を上乗せして実施）

実施時期  

※「避難区域以外の住民」についても、既存健診の対象外の県民への
新たな健診機会を付与することで平成２４年度から実施予定です。

■検査結果　後日、本人（保護者）あてに検査結果を通知します。

3.こころの健康度・生活習慣調査
震災や原子力発電所事故で心的外傷を負ったり、不安や

不自由な生活を余儀なくされるなど、困難な状況にある方々
のこころやからだの健康度（問題）を正しく把握して、適切な
ケアを図ることを目的として実施します。
対象者  避難区域等の住民　約２０万人
方　法  調査票により実施
内　容  現在のこころと身体の健康状態、 生活習慣（食生

活、睡眠、喫煙、飲酒、運転）、最近半年くらいの行
動などについて調査します。

実施時期  平成２４年１月中旬から、順次調査票を発送しています。
■調査後のケア体制
　調査票の回答内容を評価・分析した上で、こころとからだのケ
アが必要と判断された場合、連絡をさせていただき、臨床心理士
や保健師等による「こころの健康支援チーム」が相談に応じます。

4.妊産婦に関する調査
妊産婦の方の健康状態やこころの健康度を把握し、不安

の軽減や必要なケアの提供を図ることを目的に実施します。
対象者  ① 平成２２年８月１日から平成２３年７月３１日までに、県

内各市町村において母子健康手帳を交付された方
 ② 県外市区町村から母子健康手帳を交付された方

のうち、県内に転入または滞在して３月１１日以降
に県内で妊婦健診を受診したり、分娩をした方

方　法  調査票により実施
内　容  震災後の妊婦健康診査の受診状況、 妊娠経過中

の健康状態、妊産婦のこころの健康度などについ
て調査します。

実施時期  平成２４年１月中旬から、順次調査票を発送しています。
■調査後のケア体制

調査票の回答内容を評価・分析した上で、ケアが必要と判
断された場合は連絡いたします。また、助産師等による電話
相談窓口を設置し、健康管理や育児相談をはじめとした心配
事の相談に応じる予定です。

3 ホールボディカウンター（内部被ばく）検査
福島県では、内部被ばく線量を調べるために、ホールボ

ディカウンター（人間の体内に摂取され沈着した放射性物質
の量を体外から測定する装置）による検査を行っています。

この検査は、 昨年６月から放射線医学総合研究所等の施
設で検査を実施してきましたが、昨年１２月からは、福島県の
ホールボディカウンター車（移動式）を用いての巡回訪問検
査も開始しています。現在は、県北地方及び県中地方の小・
中学校等を訪問して検査を行っており、今後は、検査対象の
地域を順次拡大していく予定です。

なお、ホールボディカウンター検査については、１２月３１日
現在、１１，８１６人を測定した結果、概ね一生涯の線量である
預託実効線量※注については、最大3mSvという結果であり、
健康に影響を及ぼすようなケースは確認されませんでした。
※注  預託実効線量：成人では50年間、子供では70歳までに体内から

受けると思われる内部被ばく量

4 個人線量計の貸与等
福島県では、県民の放射線量測定への関心の高まりから、

市町村が中学生以下の子どもや妊婦を対象に個人線量計等
を貸与する費用などを補助しています。これにより、住民の
皆さま自らが放射線量を確認し、積極的な健康管理につなげ
ていくことを目指しています。

福島県の「県民健康管理調査」について

特集
健 康

基本調査回答状況 平成２３年１２月２１日現在
調査対象者数 ２，０５７，０５３人

回答者数 0,４１１，４９９人（回答率 ２０．０％）

「県民健康管理調査」に関する問い合わせ先
◦�福島県立医科大学��放射線医学県民健康管理センター�

県民健康管理調査事務局 
☎０２４-５４９-５１３０（９：００～１７：００ 土日祝日を除く）
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福島県県民健康管理スケジュール  ２３年度～３２年度 
（３３年度以降も継続）

年　齢 方　法

県
　
内

15歳以下 平成24年1月～2月末の間に、指定小児科医
がいる医療機関で実施します。

16歳以上

① 町村が実施する総合検診（特定健康診査・ 
健康診査）と合同で実施しています。

② ①の対象者以外の方については、 平成24
年1月～3月の間に、保健センター等で実施
します。

県
　
外

15歳以下 平成23 年度内実施に向け調整しています。

16歳以上

① 町村が実施する総合検診（特定健康診査・ 
健康診査）と合同で実施しています。

② ①の対象者以外の方については、 
平成23年度向実施に向け調整しています。

福島県では、原子力災害による放射線の影響を踏まえ、将
来にわたる県民の皆さまの健康管理を目的とした「県民健康
管理調査」を実施しています。

この「県民健康管理調査」は、大きく分けて「基本調査」と
「詳細調査」からなり、この「詳細調査」では、1甲状腺検査、
2健康診査、3こころの健康度・生活習慣調査、4妊産婦に
関する調査、の４つの調査を実施しています。

この「県民健康管理調査」以外にも、 ホールボディカウン
ターによる内部被ばくの検査や個人線量計の貸与等を実施
しています。また、各種調査・測定の結果については、デー
タベースを構築して、今後の皆さまの健康管理に役立てるこ
ととしています。

各種調査の概要と進捗状況は、次のとおりです。

検査実施状況 平成２３年１２月９日現在
福島県が検査を実施した１１，５３４人の状況は、二次検査を
要するケースは極めて少なく、概ね「安心な結果」との評価
が示されました。

➡各種調査、検査、測定結果のデータベースへの蓄積（随時実施）分析結果は、適宜公表。



　暦の上では「立春」も間近ですが、厳しい寒さが続いています。皆さま、風邪など
引いていませんか？ふれあいニュースレター事務局では、引き続き、皆さまのご質
問や近況、紙面へのご意見などを募集していますので、お気軽にお寄せください。

読者コーナー
＜ご意見・ご質問・近況報告など＞

守ります！福島
～政府原子力被災者生活支援チームＱ＆Ａ～

　福島県の皆様からの疑問・質問への回答や生活支援情報を
ラジオで放送中。放送内容はホームページをご覧下さい。

ラジオ番組

ラジオ福島 http://www.earth0311.jp/
ふくしまFM http://fukushima-nuclear.info/

「ふれあいニュースレター」�
バックナンバーのご案内

　過去の「ふれあいニュースレター」につきまし
ては、以下のアドレスよりご覧いただくことが可
能です。ぜひご覧ください。
http://www.meti.go.jp/
earthquake/nuclear/kinkyu.html

発行　政府原子力被災者生活支援チーム

原子力損害賠償支援機構からのお知らせ
1無料の情報提供、対面相談など
� 電話番号 ０１２０-０１３-８１４（フリーダイヤル）　 受付時間 毎日１０時～１７時（土日祝日を含みます）
行政書士が応対しています。�
なお、月・水の午前中は、弁護士との電話相談・対面相談も可能です。

2無料個別相談会�※�事前予約制です。（予約受付・お問い合わせ先）
� 電話番号 ０１２０-３３０-５４０（フリーダイヤル）

郡山駅近くの福島事務所にお越しいただける方
相談日（いずれの日も原則１０：００～１８：００） 会場・住所

郡山市 毎週�月、水、金、土、日�及び�３月２０日（火・祝） 原子力損害賠償支援機構　福島事務所
郡山市駅前一丁目１５番６号��明治安田生命郡山ビル１階

�福島県、山形県、新潟県での無料個別相談会にお越しいただける方
� 福島県 相談日（いずれの日も原則１０：００～１８：００） 会場・住所
福島市 ２月、３月　毎週火、土　 福島県労働福祉会館�４階　福島市宮町３番１４号

会津若松市 【２月】９日（木）、１１日（土・祝）、２３日（木）、２５日（土）【３月】８日（木）、１０日（土）、２２日（木）、２４日（土） 会津労働福祉会館�２階　会津若松市西栄町７番９号

いわき市

２月、３月�毎週火、木（３月２０日（火・祝）を除く） いわき市労働福祉会館�２階　いわき市平字堂ノ前２２
【２月】５日（日）、１２日（日）、２６日（日）
【３月】４日（日）、１１日（日）、２５日（日） いわき市文化センター�２階　いわき市平字堂根町１－４

【２月】１９日（日）　【３月】１８日（日）、２０日（火・祝） いわき市社会福祉センター�５階　いわき市平字菱川町１－３
� 山形県 相談日 会場・住所
米沢市 ２月１７日（金）、１８日（土）�１０時～１２時、１３時～１６時 米沢市置賜総合文化センター�301会議室　米沢市金池３－１－１４
山形市 ２月２４日（金）、２５日（土）��１１時～１２時、１３時～１７時 山形市総合スポーツセンター�第2会議室　山形市落合町１番地

� 新潟県 相談日 会場・住所
新潟市 ２月１０日（金）、１２日（日）�１０時～１２時、１３時～１６時 新潟市東区プラザ�２階　新潟市東区下木戸１－４－１
新発田市 ２月１０日（金）、１２日（日）�１３時～１６時 東日本大震災避難者相談所　新発田市諏訪町１－３－２８

原子力損害に係る賠償の進捗状況
    無料の託児室をご用意しております（要予約）

　東京電力に対する損害賠償の請求・申立てに関して、電話による無料の情報提供、対面相談などを行って
います。また、福島県内及び山形県、新潟県では無料個別相談会を開催いたします。

最近３ヶ月の請求・支払の推移
請求件数（件）支払件数（件）支払額（億円）

10月21日～ 
11月20日

個  人 約8,400 約630 約5
事業者 約5,300 約300 約40

11月21日～ 
12月20日

個  人 約16,000 約3,900 約44
事業者 約7,600 約2,000 約629

12月21日～ 
1月20日

個  人 約17,300 約11,800 約158
事業者 約7,500 約8,000 約839

※ 東京電力が支払った仮払補償金 
（個人）：約986億円、（事業者）：約423億円（ともに1月20日時点）
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これまでの請求件数・支払金額（累積）




